
ハンドボール競技実施要項 

 

１．日  程  ７月１０日（土）午前 ９時００分  監督会議   東根市民体育館 

                午前 ９時３０分  種目別開会式    〃 

        午前１０時００分  競技開始      〃 

２．会  場  東根市民体育館 

３．種  別  成年男子・成年女子・少年男子・少年女子 

４．競技方法  トーナメント方式 

５．参加人員  監督１名、選手１５名以内とする。 

６．年齢基準  成年は平成１５年４月１日以前に生まれた者、少年は平成１５年４月２日以降に生ま

れたものである。 

７．競技規則  令和３年度日本ハンドボール協会競技規則による。 

８．参加申込  参加申込書２部作成し、下記宛に提出のこと。主将には、番号には○印をつける。 

※電子データも下記のアドレスにメールすること。 

       （１）期 限 ６月１８日（金）必着 

       （２）申込先 〒999-3711 東根市中央三丁目５－２１ 佐藤明彦宛 

                    ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２３７－４３－６３３５ 

                             e-mail:yamagata_handball@yahoo.co.jp 

９．参加料   本大会に参加する監督、選手は次の参加料を申込みと同時に下記の振込口座に送金す

ること。 

        ・振込先 口座名義  山形県ハンドボール協会 事務局 佐藤 明彦 

             銀行名   荘内銀行 東根支店 

             種  類  普通 

             口座番号  １５９４９２ 

       (1) 成年 1 名に付 1,500 円〔参加料 1,500 円（オリンピック募金 250 円、スポーツ振興

募金 100 円を含む）〕 

       (2) 少年 1 名に付 1,000 円〔参加料 1,000 円（オリンピック募金 170 円、スポーツ振興

募金 100 円を含む）〕 

             ○少年の種別の監督は少年扱いとする。ただし、少年の監督と成年の選手を同一競技

内で兼ねる場合は成年選手参加料とする。 

10．宿泊申込 (1) 宿泊希望は別紙により３部作成し、参加申込と同時に申し込むこと。 

        ※県実行委員会事務局を通さない宿泊申込は、下記大会料金の対象とならない。 

       (2) 宿泊料（消費税含む：５％の税率で計算） 

          高 校 生       1 泊２食（浴衣なし）   6,156 円 

 高 校 生 監 督       1 泊２食（浴衣あり）   6,804 円 

 一般・大学生       1 泊２食（浴衣あり）   7,344 円 

 競 技 役 員       1 泊２食（浴衣あり）   7,344 円 

 大 会 役 員       1 泊２食（浴衣あり）   8,208 円 



 

 

(3) 宿泊予納金 

   一般・大学生・役員１人 2,000 円。但し、高校生及び高校生の監督は必要としない。 

(4) 昼食は、弁当を 648 円（消費税含む）で斡旋する。 

(5) 宿泊予約を取り消す場合の宿泊取消料は次のとおりとする。 

① 宿泊申込日より宿泊予定前日まで取り消しを申し出た場合、取消料は徴収しない。 

② 宿泊予定当日３時まで取り消しを申し出た場合１名につき、2,100 円の取消料を

徴収する。 

③ 宿泊予定当日３時すぎに取り消しを申し出た場合１名につき宿泊料金全額を取

消料として徴収する。 

(6) 監督以外の付添者等の宿泊料金は大会役員料金とする。また、部屋割りについて別

待遇を希望する場合、または定員を満たさない場合は別料金とする場合がある。 

11．表  彰 (1) 各種別の 1 位から３位まで賞状を授与する。 

12．そ の 他 (1) 国体及び東北総体出場選手の候補選考は、県ハンドボール協会で行う。 

(2) 参加料及び宿泊予納金の送金のない場合は正規の受付としない。 

(3) 各チームは異なった色のユニフォーム２着を用意する。 

(4) 参加申込み後の選手の変更は、死亡、疾病、傷害、転勤等の特別な場合のみ認める。 

特別な事情で選手を変更する場合は、それを証明する書類を添付し、文書で届け出な 

ければならない。届け出の手続きは監督代表者会議の前日までに完了させていなけれ 

ばならない。 

(5) 成年種別に出場する選手は大会事務局に届け出ること。 

(6) ７月１０日（土）午前９時からの監督会議及び開会式にはチーム代表者は必ず参加

のこと。 

(7) 体育館シューズとアウトシューズの使用をはっきりの区別すること。 

(8) 参加する選手はスポーツ安全保険に加入していることを原則とする。 

(9) 東根市中央運動公園体育館は両面テープのみ使用可 

(10) 宿泊先、会場でのゴミ分別収集にご協力下さい。（持ち帰りを原則とする。） 

(11) 新型コロナウイルス感染症対策については、令和２年１０月に県ハンドボール協会

が発出した「新型コロナウィルス感染症に対応したハンドボール競技会におけるガイ

ドライン」を基本に感染予防に努める。 

 


